
船舶事故調査報告書 

令和７年１１月１９日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 転覆 

発生日時 令和６年７月１８日 １０時３０分頃 

発生場所 千葉県館山市八幡海岸西方沖 

 洲埼灯台から真方位０７０°５.２海里付近 

 （概位 北緯３５°００.３′ 東経１３９°５１.４′） 

事故の概要 プレジャーボート和
かず

井
い

丸は、漂泊中、転覆した。 

事故調査の経過 令和６年８月１日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取手続実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 和井丸、０.２トン 

２３２－４１５１４埼玉、個人所有 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 船外機に濡損 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 上げ潮の初期 

 事故の経過  本船（和船型船外機船、長さ４.１４ｍ、幅１.２５ｍ、深さ０.５５

ｍ）は、船長が１人で乗り組み、八幡海岸西方沖に到着し、船長は釣

りを始めることとして船首を南方に向けて漂泊させた。 

船長は、本船が陸岸に近づいていることに気付き、沖に出そうと

思って船外機を始動し、左舷船尾部に腰を下ろして右手で操縦ハンド

ルを操作し、クラッチを前進に入れた際、右舷側から通航船の引き波

を受けて船体が動揺し、右舷船尾部から海水が船内へ流入した。 

船長は、船体動揺と海水の流入に驚いて立ち上がったところ、バラ

ンスを崩して左舷側に落水し、本船は左舷側に転覆した。 

 船長は海上から海岸の釣り人に手を振って救助を求め、同釣り人は

１１０番通報した。 

 船長は、海岸近くまで泳いで移動し、来援した消防の救助隊員に救

助された。 

 船長は救命胴衣を着用していた。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

分析 本船は、漂泊中、通航船の引き波によって右舷側から船内に海水が

打ち込んだ際、船長が船体動揺と船内への海水の流入に驚いて立ち上

がったことから、船体が不安定となり、左舷側に傾斜しながら転覆し

たものと考えられる。 

本船は、深さが０.５５ｍであったことから、乾舷が小さく、復原

力が小さかったものと推定される。 



本船は、船長が立ち上がったことから、船体の重心が高くなったも

のと考えられる。 

船内に打ち込んだ海水の量は明らかにできなかったが、復原力の低

下に関与した可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、漂泊中、通航船の引き波によって右舷側から船

内に海水が打ち込み、船体が動揺している状態で、船長が立ち上がっ

たため、船体が不安定となって転覆したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・小型船舶の乗船者は、小型船舶の復原力が小さいことを考慮して

船体のバランスに注意し、急に立ち上がらないこと。 

 ・小型船舶の船長は、小型船舶の乾舷が小さい場合、海上が平穏で

あっても、船舶の通航等に伴い大きな引き波を受けて海水が打ち

込むおそれがあるので、常に波の状況に注意すること。 

 

付図１ 事故発生場所概略図 
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